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 報道機関各位 
 

片平地区まちづくり会 
   委員長 今野 均 
特定非営利活動法人都市デザインワークス 
   代表理事 榊原 進 

 

片平地区 避難状況等検証調査の報告について 
 
 片平地区まちづくり会（片平地区連合町内会を母体とした組織）と都市デザインワー

クスでは、東日本大震災における各町内会の対応や避難所運営などについて独自の検証

調査を協働で実施しました。その調査結果を仙台市に対して、下記のとおり報告を行い

ます。報道機関の皆様については、是非取材いただき、情報発信に御協力お願いいたし

ます。 
 

記 

 
１ 日 時 平成２３年９月２０日（火）１５：００~ 

２ 場 所 仙台市役所本庁舎２階第５委員会室 

３ 出席者 （予定） 

  
○仙台市 
   市民局長及び次長、市民協働推進部長、 
   地域政策部長 他 

  
○片平地区まちづくり会 
   委員長、副委員長、各町内会長 他 

  
○ 都市デザインワークス 
   代表理事 他 

４ 内 容 （予定） 

  
・ 本調査結果及び今後の対応方針の報告 
・ 報告をふまえての意見交換 

５ その他 別添の下記資料を参照下さい。 

  
・ 調査結果概要（Ａ３） 
・ 災害時における今後の対応方針（裏面） 

 
■本件に関するお問合せ先■ 

都市デザインワークス 榊原（電話 022-264-2405） 

 



 
片平地区まちづくり会 災害時における今後の対応方針 

 
１.住民は、まず自分や家族の身を守り、ご近所と助け合う。 

・ 各世帯では、非常食や飲料水、懐中電灯などの防災用品を準備し、家具等転倒防止
対策を行う。 

 
２.町内会は、あらかじめ地区内に一時避難場所を設定する。災害の状況に応じて、住民

は、近くの一時避難場所に集合する。 

・ 集まった人たちで協力し合い、安否確認報告、救出等の活動を行う。 
・ 状況や指示に応じて、指定避難所へ避難するか、帰宅する。 
・ 一時避難場所は、集会所、公園・広場を活用するほか、マンションロビー、お店、
事業所などに、あらかじめ協力を求める。 

 
３.町内会は、住民と協力して、安否確認と在宅避難者の支援を行う。 

・ 特に、要援護者の支援については、名簿作成や支援内容などについて協議する場（片
平地区連合町内会、片平地区社会福祉協議会、片平地区民生委員児童委員協議会が

参加する「分科会１：安心・安全部会」の小委員会）を早急につくる。 
 
４.指定避難所等（小学校、市民センター）は、行政・施設職員と避難している人が中心

に運営し、片平地区まちづくり会はそれをサポートする。 

 
５.片平地区まちづくり会委員長は、災害の状況に応じて、片平地区災害対策委員会を開

設する。 

・ 災害対策委員会では、各町内会や避難所などの状況等を共有し、その対策方針を協
議・決定する。 

 
６.連合町内会は、町内会未加入マンション等への町内会加入を働きかける。 

 
７.下記について、仙台市および関係団体に対して要望する。 

・ 仙台市に対して、各種情報の共有化と地域防災活動等への支援を要望する。 
・ 仙台市に対して、市民センターへの支援物資の配布を要望する。 
・ 仙台市および東北大学に対して、避難する外国人の支援体制の充実を要望する。 
・ 仙台市およびＪＲ・民間事業所等に対して、帰宅困難者の対応改善を要望する。 
・ 仙台市および観光施設に対して、観光客の避難誘導など地域と連携した対応改善を
要望する。 

 
【第２回全体会（平成２３年９月４日）にて承認】



■ 片平地区 東日本大震災における避難状況等の調査 成果概要 片平地区まちづくり会 + 特定非営利活動法人都市デザインワークス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２～３時間 ＞＞＞   24 時間   ＞＞＞   48 時間   ＞＞＞   72 時間   ＞＞＞ 

在宅者（在宅避難者） 
＊声がけ・安否確認  ＊炊き出し    ＊給水    ＊買い物    ＊入浴 ・・・＞ 
＊見守り  ＊支援物資配給  ・・・＞ 
 
・ 要援護者 ・高齢者    □マンション 
・ 障がい者 ・妊婦     □集合住宅 
・ 乳幼児  ・病気療養中  □戸建、自営業者、事業所 

 
 ＜主な対応者＞ 
・ 町内会会長 
・ 防災、総務担当等 
・ 民生委員、児童委員 
・ 福祉委員 

地区内の一時避難場所となった場所 
○ 公園、空き地 
○ 町内や団地内の集会所 
○ マンションの１階オープンスペース 
○ 飲食店 
○ 協力施設 等 

 
地域での避難や在宅者への対応の課題 

 
□ マニュアルや訓練の通りに対応できなかった 
□ 地域毎に決めていた一時避難場所が機能せず、小学校へ
避難が集中した 

□ 要援護者の安否確認等で役員や民生委員の負担が過大 
□ マンション 

・ 停電によりエレベーター使用不可→避難困難 
・ 大規模マンションでは安否確認に時間掛かる 
・ 町内会非加入者や単身者の所在確認が困難 

□ 町内会の特性に応じて工夫が必要 

 
指定避難所運営の課題 

 
□ 避難所運営について、い
つ、誰が、何を（どこまで）

対応していくのか。 
体制をどうするか。 
＊避難所管理責任者（市から

派遣）が中心となり、施設

職員、避難者、地域住民、

ボランティア等と連携して

運営。長期化する場合は、

避難者による自主運営（仙
台市地域防災計画より） 

□ 帰宅困難者と多国籍対応 
  閉鎖時期や方法（工夫や配

慮が必要なこと） 
  町内会と連合町内会の役

割調整 
□ 行政から指定避難所（小学
校）以外へ支援物資が直接

配布されない 

災
害
発
生 

□ 安否確認など、担当毎に動
けたところもあった 

□ 管理人の協力により状況把
握がスムーズなマンション

もあった 
□ 自主的に食材を提供した
り、安否確認、炊き出しに

協力する方も多かった 

＊ 以降、避難者の状況を
鑑みながら規模を縮

小していった 

外
国
人
居
住
者 

●帰宅困難者 
・ ｵﾌｨｽﾜｰｶｰ 
・ 出張者 
・ ＪＲ利用者 
・ 観光客 

 
指定避難所 
施設管理者：小学校 

  主な対応：教職員、町内会や 
    ボランティアがサポート 

・ 16 時 児童の引渡しと並行して避難所の開設を行う 
・ 17 時過ぎ 学校備品トランシーバーで体育館と 

職員室等で情報交換開始 

・ 18 時 45 分頃東二番丁小よりあふれたＪＲ旅行者が 
続々来所 

＊３/11 約1,500人 

 

 

 

   
  ・教職員による炊き出し対応 

・10 時 45 分頃 電気復旧、水洗復旧 
断水解消、電話復旧 

 
 

 
＊3/12 約1,300人 

 
 
 

   ・体育館と校舎１階に限定 

 
       ＊3/13 約600人 

３
／
３
１ 

避
難
者
の
送
り
だ
し 

片平丁小学校 
 
⇒保護者へ 
児童の引渡し 
（校庭、体育館） 

 
＜平常時＞ 

 
普段の 

ご近所づきあい 
コミュニケーション 

 
収容避難所 
施設管理者：市民センター 
主な対応：館長、職員、図書ボランティア 
     児童館の実習生４名 

・ 18 時過ぎ 避難所開設 
・ 19 時 仮設トイレを小学校から運び設置 
・ 20 時半 米ヶ袋町内会からブルーシート 

を運んでもらう。 

       ＊3/11 約300人 

 
・ 6時 町内会の方に炊き出し 

協力 
・米ヶ袋町内会と霊屋下町内会 
 が担当に決まった 

・ 昼 市から弁当 400食配給 
＊3/12 約200人  

 

 ・13 時 避難者、小学校へ移動 

・ 夜 小学校でつくった
食事を運んでもらう 

   ＊3/13 21組 

＜＜＜ 災害に備えつつ、平時から安心して暮せる片平地区であるためには？ ＞＞＞ 

● 各町内会 
 
□ 自主防災組織結成 
□ 自主防災マニュア

ル、防災マップ等

の準備 
□ 避難訓練の実施 
□ 防災用具、備蓄倉

庫の準備 

● 連合町内会 
 
□ 風土記の作成の取

り組み 
 
□ 片平地区まちづく

り会の活動 
＊分科会１にて自

主防災連合化の検

討が進む 
片平市民センター 

片平地区災害対策委員会 
避難所運営や各町内会の情報共有と課題への対応を協議･決定 

→役割分担して実施 

 

3/12 緊急町内会等会議の開催 

3/14～4/9 まで毎日 10 時に開催 片平丁小学校校長室にて 

ボランティア 
の協力 

お互いの状

況が伝わら

なかった 

在宅避難者への対応 
↓↑ 

指定避難所の運営 


